
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」。 

※２ 「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働の発展を促し、我が国労働市場の効率

性を高めることが期待される人材」（高度人材受入推進会議報告書「外国高度人材受入政策の本格的展開を」（平成21年５月29日）） 

（注１）「いわゆる『単純労働者』」に区分される「特定活動」「技能実習」「資格外活動」「身分に基づく在留資格」は、我が国での在留者数の少ない順に上から並べたものであり、その順序が技能・スキルのレベルの高低を示すものではない。 

（注２）「受入れに対する国民の抵抗感」は、「高度外国人材」「産業人材」「いわゆる『単純労働者』」の区分に対応したイメージであり、「技能実習」や「身分・地位に基づく在留資格」などの個別の在留資格に対するものではない。 

  

  

  

● 外国人労働者への需要の大半が単純労働者であるにも関わらず、日本政府の建

前は、「単純労働者の受入れは慎重に対応する」というものであるため、働く外国

人の８割は就労目的以外で入国。 

 

● 近年増加が著しい技能実習生や留学生のアルバイト、定住者として受け入れら

れた日系人などの多くは、日本人が就きたがらない職種に就き、単純労働者の受

入れと同じ社会的・経済的機能を果たしている。 

 

● 「国際貢献」のための技能実習制度は、いつの間にか、人手不足解消のために

乱用され、技能実習生は一時的な使い捨ての労働力にすぎないとの批判も。定着

しない外国人の活用が生産性の低い企業の生き残り戦略と表裏一体である面も。 

 

● 単なる「雇用の調整弁」としての役割を期待して、数年で母国に帰国させる短

期的な労働者の受入れでは、労働力人口減少の本格的な歯止めとならず、日本の

国益（産業の国際競争力の強化）にもつながらない。 

 

● 低賃金の単純労働部門に外国人労働者を取り込めていたのは、日本と労働力輸

出国との間に圧倒的な経済格差があったから。新興国の経済成長で日本での就労

の魅力が低下。安い賃金で酷使する方式では、いつ日本に外国人労働者が来なく

なってもおかしくない。 

● 積極的な受入れを進めるべきだが、日本に来る高度人材は今でも少ない。 

● 日本の産業を支えているのは、一部のエリート（高度人材）だけではない。多種多様なレベルの人材が携わって産

業が成り立つ。現行の在留資格制度は、我が国の産業界が求める人材ニーズと合致していないおそれ。 

 

 

高度外国人材※２ 
専門的・技術的分野 

の在留資格※１ 

● 国内の基幹産業や日本人の生活を支えている職種・人材でありながら、少子高齢化・

人口減少により、日本人だけでは充足できない労働力。 

● 労働力の確保にとどまらず、生産性の維持・向上に寄与。人材の多様性の中から生ま

れる新しい発想や気づき、日本人社員の意識改革等により、日本の産業・社会を活性化。 

● 技能検定３級程度の資格・技能、日本語能力試験Ｎ１程度等を有することを要件。 

● 在留期間は５年。更新を認め、最長10年の滞在で永住権取得に道を拓く。 

（経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など） 

・労働力不足 

・一定の資格・技能 

・高い日本語能力 

特定活動 

技能実習 

資格外活動 

（留学生のアルバイトなど） 

身分・地位に基づく在留資格 

（定住者、日本人の配偶者など） 

高 

中 産業人材 

低 

技
術
・
技
能
・
ス
キ
ル
の
レ
ベ
ル 

外国人労働者 

＜在留資格による分類＞ 

いわゆる 

「単純労働者」 

専門的・技術的分野の 

労働者以外の労働者 

弱

Tier１  課題 ・これまで専門的・技術的分野と認められてこなかった分野の人材に対してもより広く門戸を開くことが必要。

 課題   

 

・人口オーナス時代にあっても、

日本経済が持続的成長を遂げる

ためには、日本が必要とする外

国人労働者を真正面から受け入

れる合法的かつ透明性の高い制

度が必要。 

 

・人口減少社会では、人手不足へ

の対応だけでなく、生産性の向

上が必要。外国人労働者につい

ても、「安かろう悪かろう」では

なく、生産性の高い人材を受け

入れることが必要。 

 

・長期にわたり定住・定着化する

外国人を雇用政策と産業政策の

両面から位置づけることが必

要。 

Tier２ 

Tier３ 

受

入

れ

に

対

す

る

国

民

の

抵

抗

感

強

一定の資格や技能・スキ

ルを持った外国人労働者

を、国民感情にも配慮し

ながら、「高度」に準ずる

人材という観点から一定

の範囲内で受け入れ、そ

の技能を高めていく制度

を創設。 

我が国の産業を支える外国人の受入れのための在留資格の見直し ～新たな在留資格「産業人材」の創設～ 
国家戦略特区への愛知県提案 

「外国人雇用特区」 

 平成 28年９月16日 国家戦略特区ワーキンググループ 愛知県提出資料 


